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1 A委員

　P１９（３）（ア）の吹田市ケア倶楽部登録率の表ですが、小規模多
機能型居宅介護は、地域密着型通所介護に含まれるのでしょうか。
新しく参加してもらった事業所もあるので、確認をしていきたいで
す。
　「吹田市ケア倶楽部」のサイトがリニューアルされていますが、「す
いた年輪サポートなび」へと入るリンクは無くなったのでしょうか。
　周知の方法は、本当に難しいと思います。他の市町村で、うまく
いっているところはあるのでしょうか。まず、パソコンを高齢者が使
うのは難しいと思いますし、仮に使えたとしても、介護についての知
識がある程度ないと、うまく検索できないのではとも思います。高
齢者に実際使ってもらって、検索ができるのかどうかも大事なので
はないでしょうか。吹田市のホームページにも、リンクがあります
が、「すいた年輪サポートなび」では、なんのことか分かりにくいの
ではと思います。分かりやすい、簡単な説明を一緒に入れてはどう
かと思いました。（介護・福祉サービスの検索「すいた年輪サポート
なび」など）

　小規模多機能型居宅介護については、地域密
着型通所介護に含まれてはいません。令和４年２
月における小規模多機能型居宅介護の登録率は
57.1％となっています。
　また、「すいた年輪サポートなび」「吹田市ケア倶
楽部」ともに、令和３年４月にシステムバージョン
アップしておりますが、「すいた年輪サポートな
び」のトップ画面下部から会員専用ページである
「吹田市ケア倶楽部」にログインできる画面構成
は従来と同様変更ありません。
　医療・介護サービス検索システムを導入してい
る他市での周知・活用状況については、令和４年
度に調査予定としています。
　「すいた年輪サポートなび」の理解を進めるため
に、吹田市ホームページ記載内容を分かりやす
い表示に変更する等、活用促進に取り組んでい
きます。

2 B委員

 「すいた年輪サポートなび」は情報も更新され内容も充実している
と思います。ただ、高齢の方などにはインターネットでの検索はまだ
まだ難しいかもしれません。
　一般市民の方が相談される診療所を含めた医療機関や介護事
業所に使用方法も含めて再度周知をしてみてはいかがでしょうか。
相談をされた診療所や事業所が使いやすいと患者や利用者にも
案内されると思います。
内容的にも充実していますが、できればあまりページを繰っていっ
たり、スクロールしないでいいように一覧で表示されると検索しや
すいかもしれません。
　当院でもチラシを情報コーナーのわかりやすいところに設置する
ように検討します。

3 C委員

　既に介護が必要になった方々や介護が身近な方々への案内に加
えて、若い世代の市民に周知を広げてはどうでしょうか。（公民館や
図書館、学校関係等に広報する等））
　「すいた年輪サポートなび」を子育て世代にも広く活用できるもの
とし、広い世代で活用できれば、親子間での話題や利用に繋がる
のではと考えました。高齢者はインターネット環境に不慣れな方が
多く、若い世代がアナウンス役になる、また10年後20年後、介護に
直面する世代にも周知を広げることは、将来において有用だと思い
ます。

4 D委員

　高齢者には、インターネット機能を使わない方や活用方法が分か
らない方も多く、利用へのハードルは高いものかと思われます。高
齢者層には、直接対面での啓発機会や高齢者向けのわかりやすい
操作手順を示す等が必要ではないかと思われます。
　また、高齢者を支える側の現役世代が当システムを必要とする場
面が多いと思いますので、SNSでの定期的な発信や庁内の他室
課の事業での啓発等を検討することも一つと考えます。

5 E委員

　配布された資料等、必要性がないとなかなか見るという行動はと
らないのでないかと思いますが、現在行われているリーフレット等
の設置、配布での周知の継続は必要と思います。パソコン等の操
作は高齢者には難しいと思われるため介護者となる世代に周知を
図る方法を検討する必要があると思います。

6 F委員

　介護と予防ガイドブックの中に大きく掲載する（QRコードの活用）
　我が事として知りたい時に知る事が容易である必要があります
が、今の世代の方々は検索するより相談窓口を求めています。これ
からの世代への周知を考えるなら中高生への゛介護の勉強゛に取り
入れるのも良いと思います。市報をしっかり見ている方は少ないの
かもしれないです。

令和３年度（2021年度）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会　委員意見及び事務局からの説明一覧

＜地域の医療・介護資源の把握＞

　広く一般市民に対してSNS等での定期的な周
知について検討していきます。この周知を通し
て、包括的にあらゆる世代への周知につながるも
のと考えています。
　「介護と予防」の冊子の中には、「すいた年輪サ
ポートなび」について掲載しており、今後も継続し
ていきます。
　医療・介護関係者に対しては、引き続き周知の
場の設定を検討するとともに、関係部局の事業を
通しての啓発等についても情報収集等に取り組
んでいきたいと考えています。
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8 H委員

　「すいた年輪サポートなび」の周知ですが、全市民への周知、活用
が目的なのでしょうか。
　高齢者に利用していただくにはハードルが高いと思います。
　必要になった時にお知らせは出来ると思うのですが、現状の啓発
以外では市内の事業所に契約時にちらしを渡していただくでは遅
いですね。

　御指摘のとおり、高齢者がインターネット検索す
るにはハードルが高いと思われます。
　そのため広く一般市民に対して周知を図ること
を目的に、吹田市ホームページにてちらしを含め
掲載しています。今後はより多くの市民に周知す
ることができるようＳＮＳ等を活用した周知につい
ても検討していきます。
　医療・介護関係者とも連携した働きかけが必要
と考えていますので、利用者との契約時には是非
御案内をお願いします。

9 I委員

　開業医としてできることは、かかりつけ医としてこのようなシステ
ムがあることを伝えて周知していく努力が必要です。
　当所属では、会員に対して配布資料でFAXするなど啓蒙してい
くことも重要です。

　医師会、歯科医師会、薬剤師会には、これまで
も関係者に対してちらし配布の御協力をいただ
いています。今後も引き続き周知いただきますよ
う、御協力お願いします。

10 J委員

患者家族へ介護保険制度の説明をする際に、吹田市がH30年に
発行された「よくわかる！わたしたちの介護保険」の冊子を利用す
ることがあります。分かりやすくコンパクトにまとめられていて、活
用しやすいです。現在は発行がないようなので、このようなコンパ
クトで患者に配りやすい冊子に「すいた年輪サポートなび」の案内
があると良いかもしれません。「やさしい介護と予防」の冊子もとて
も便利で分かり易いのですが、ボリュームがあるので情報が埋没
しやすいかと思いました。

　今後新たに発行する冊子等がある場合は、「す
いた年輪サポートなび」の掲載を検討していきま
す。

11 K委員

　「すいた年輪サポートなび」の周知については、簡単そうで簡単で
はないと感じています。様々なオンラインツール、アプリなど何かメ
ジャーなものに絡めるか、名前の露出頻度を上げるということにな
るかと思いますが、これは広告と同じ理論ですのでそれがうまくい
けば誰も苦労しないということなんだと思います。

　御指摘のとおり、「すいた年輪サポートなび」の
周知に関しては、様々なアイテムを活用する必要
があると感じています。
　そのため、より多くの市民に周知することができ
るようＳＮＳ等を活用した周知についても検討し
ていきます。

＜「吹田市ケア倶楽部」について＞
（１）御指摘のとおり、登録率低下の原因について
検討を行い、効果的な登録勧奨方法について検
討していきます。
（２）「吹田市ケア倶楽部」に登録することで、市か
らのお知らせや研修について、リアルタイムで把
握することができる他、厚生労働省等が発信する
最新情報についてもあわせてチェックできるメ
リットがあります。今後もメリットを理解していた
だけるよう、働きかけを行っていきます。
（３）令和２年度の本協議会にていただいた意見
を踏まえ、タイトルに【高齢福祉室支援グループ】
等のカテゴリー名を記載することで、メールにて
通知文を確認した際に、どのカテゴリーに掲載さ
れている情報なのか分かるように改善を行ってい
ます。

＜「すいた年輪サポートなび」について＞
（１）吹田市ホームページトップページへのアクセ
ス数と比較すると、「すいた年輪サポートなび」の
アクセス数は約2.6％と把握しています。
（２）「すいた年輪サポートなび」の更なる周知のた
め、高齢福祉室のトップページにおいてもバナー
を表示できるよう、検討をすすめていきます。また
「すいた年輪サポートなび」の理解を進めるため
に、吹田市ホームページ記載内容を分かりやす
い表示に変更する等、活用促進に取り組んでい
きます。
（３）医療機関や地域包括支援センターにおいて、
窓口等での「すいた年輪サポートなび」の活用
や、「すいた年輪サポートなび」を活用しケアマネ
ジャー等の情報を確認するよう働きかけを行って
います。
引き続き活用していただけるよう、働きかけに取
り組んでいきます。
（４）御指摘のとおり、認知度が低い状況がありま
す。そのため、今後はSNS等を活用した周知につ
いても検討を進めるとともに、事業所の空き情報
について最新の情報を掲載できるよう、事業所に
対する働きかけを行います。

＜「吹田市ケア倶楽部」について＞
（１）訪問介護と福祉用具貸与の事業者の登録率が下がっている原
因分析をしっかりと行うなど、効果的な登録勧奨を行う必要があり
ます。
（２）前年度の協議会において、登録するメリットを感じていない事
業者があるのではとの意見がありました。登録勧奨を進めるうえで
も、提供する情報内容の充実を図ることも必要と考えますが可能
でしょうか。
（３）また、メールで届いた通知文がどこにあるかわからないという
意見に対し、令和３年度中に改修すると回答していたが、どう改善
したのでしょうか。

＜「すいた年輪サポートなび」について＞
（１）吹田市ホームページのアクセス数を把握しているでしょうか。
（２）市トップページにバナーがあるが高齢福祉室のトップページに
も同じバナーとするなどさらなる工夫が必要と考えます。ただ、そも
そも「すいた年輪サポートなび」という名称だけで、何を検索するも
のか伝わるでしょうか。
（３）医療機関や地域包括支援センター等での活用機会が増えれ
ば、高齢者への周知も進むのではないかと考えます。
（４）認知度が非常に低く、これまでと同じ取組では状況は変わらな
いと思われます。情報の充実、わかりやすく使いやすいシステムと
なるような改善が必要と考えます。

G委員7
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12 A委員

　ICT活用については、部会内の事業所全体の把握はできていま
せんが、自分が所属している施設では活用できていません。ＺＯＯ
Ｍでのリモート会議に参加しているくらいです。費用もかかると思
うので、費用負担などをしてもらえないと、難しいと思います。

13 H委員

　ICTは活用していません。社員は個人携帯使用でタブレット等を
支給できる訪問介護の事業所は少ないです。会社のパソコン使用
となると、事務所での確認になるのでタイムラグがあるので興味は
ありますがまだ踏み切っていません。

14 B委員

　利用者情報提供書はケアマネジャーからいただく機会も増えて
います。退院前カンファレンスがコロナ禍の影響で機会が減って
いますが、カンファレンスシートは活用しています。
　ＩＣＴのツールはまだ病院としては活用ができていませんが、メ
ディカルケアステーション（以下、「ＭＣＳ」という）は関係機関に
よってはそれで情報共有されていることもあるので、ケースバイ
ケースで利用しています。
　今検討していることはリモートでの退院前カンファレンスができ
るように端末の整備とカンファレンスだけではなく、本人の状態な
ど情報共有のツールとしてもＺＯＯMなどICT活用を進めていき
たいと考えています。「ＭＣＳ」についても、個人情報の管理など規
定をお互いに認識したうえで進めていければと考えます。

15 E委員
　ICTについて当院では、地域の診療所・クリニックとの電子カル
テの閲覧を開始したところです。

16 F委員

　「MCS」を活用して連携しています。本人の状態の変化や課題
がタイムリーに伝わるので対応が迅速に出来ています。デメリット
は日々の申し送りを記載されると確認が毎日になり負担になりま
す。何を重要として「MCS」を活用するかはある程度ルール作り
が必要です。また、事業者も関係者が全員入る事の必要性も検討
しないといけないと感じます。

17 J委員

　ICT活用については、会議等には積極的に活用はしています
が、セキュリティの問題や設備の問題があり、本人に関係する情報
共有の場としては「積極的に活用している」という状況にありませ
んでした。ただ、新型コロナウイルス感染症第6波により、これまで
以上に対面でのカンファレンスを著しく制限せねばならなくなった
ことにより、オンラインでのカンファレンスやICTの相談をさせてい
ただくことが増えています。また、介護保険の認定調査もオンライ
ンで実施して頂けるよう相談もしています。電話や書面での共有
より意思疎通が図れますし、リハビリ中の動画を共有画面でみて
いただくこともできます。ただ、オンラインに慣れていないと難しく
もなります。転院調整の際に共通のシステムを通じて病院間で情
報共有をする病院も増えているようなので、在宅と病院とでもそ
のような共通システムで状態が共有できるツールがあると良いか
もしれません。
　連携シートの情報共有の場合、FAXでの共有が多くなると思い
ますが、FAXでの個人情報のやり取りについてはあまり推奨され
ない状況にもなっていると思うので、情報のやり取りの方法にも
検討が必要かと思います。しかしながら、当院でもFAXを大いに
活用している現状ではあります。

18 K委員

　私は実際に「MCS」というアプリを使って在宅訪問医師、訪問看
護師、クリニック事務スタッフと情報共有をしていますが、これは
非常に使い勝手が良いです。即時性があり、すぐに対応できます
し、自分とは関係のない話題も参考として知っておくことができま
す。LINE、FacebookといったSNSと同じものだという感覚で
す。

令和３年度（2021年度）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会　委員意見及び事務局からの説明一覧

＜医療機関と地域連携のルールづくり＞

　ICT化に取り組む事業所の支援として、大阪府
では、令和3年度に「ICT導入支援事業～ICT化
に取り組む介護事業所を支援します‼～」を行っ
ています。介護ソフト、タブレット端末等の導入支
援を行うことにより業務の効率化や、介護従事
者の負担軽減等図るため、導入費用の一部につ
いて補助金を交付するものです。令和4年度同
支援事業の実施があれば、「吹田市ケア倶楽部」
にて情報提供しますので、御検討ください。

　ICTツールの活用につきましては、取組をされ
ている機関における成果や課題（退院前カンファ
レンス、電子カルテ閲覧、セキュリティ対策等）に
ついて、吹田市ケアネット実務者懇話会等で御
教示をお願いします。
　情報共有を図ることで、各機関でのICT活用
の促進につながるものと考えています。
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19 G委員

　コロナ禍により退院前のカンファレンスの実施が困難になってい
ます。今後はICT活用を進めていくべきですが、まずは「外来連携
シート」の活用について医療機関等への働きかけが必要と感じま
す。

　「外来連携シート」の活用につきましては、令和
２年度第１回本協議会での意見から、課題があり
活用方法を一律にルール化することは難しいと
判断しています。
　そのため連携が必要な場合は、可能な医療機
関から「外来連携シート」の運用を開始するとと
もに、同シートの活用が難しい場合でも、電話等
で切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供
体制の構築を図っていくことが重要と考えてい
ます。

20 I委員

　入院時に病院からの連絡で、入院したことはわかりますが、退院
時にかかりつけ医に連絡がこないことが多いです。ソーシャルワー
カーを含めた退院時会議の内容など、在宅医に委ねるのか、施設
に入所するのかを教えて頂きたいです。カンファレンスもICTに連
動して活用して頂きたいです。

　病診連携における退院時の課題として、健康
医療部保健医療室所管の地域医療推進懇談会
とも共有します。

21 C委員

　現在、カルテや資料等の電子化、パソコンによる情報の共有、オ
ンラインでの会議・研修等、ICT技術を活用しています。
　「MCS」は、まだ導入していません。理由は、①個人情報の漏洩
等のリスク②医師への報告はメールで写真の添付も出来る為、
メールを使用。直接指示を確認したい場合や急ぐ場合は、電話を
使用しています。③社用携帯はスマートフォンでない為、「MCS」
を導入するとなると、個人のスマートフォンを使用することになりま
す。居宅介護支援事業所や訪問介護事業所ではパソコンの使用
が進んでいない事業所もあるとお聞きします。「MCS」を医療・介
護の両輪で進めていくには、まず環境面を整える必要があると思
います。そうでなければ、個人用のタブレットやスマートフォンに頼
らざるを得ません。
　地域包括ケアに欠かすことのできない多職種の連携に、情報共
有システムの構築が重要ですが、現在「MCS」を多職種で十分に
安全に活用できるかどうかは不確かで、導入に至っていません。
「MCS」以外に、カナミックネットワークも興味深いです。参考まで
に添付させていただきます。
https://www.kanamic.net/medical/

　ICT活用については、オンライン会議や研修等
は定着しつつありますが、個別ケースの情報共
有は、環境整備の問題や個人情報保護の観点
から導入が難しい現状であると把握しています。
そのため、取組をされている機関における成果
や課題について、吹田市ケアネット実務者懇話
会等で御教示をお願いします。
　ICT化に取り組む事業所の支援については、
意見番号12、13の説明内容を御参照ください。
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見
番
号

委員名 意見 事務局からの説明

22 A委員

　夜間の急変時に、かかりつけ医に連絡が取れないことが困って
います。家族からも「どうしたらいいでしょうか」と聞かれます。心
配な時は、救急車を呼んでくださいと伝えています。
　日常の療養についても、主治医に直接話す機会はあまりないの
で、家族を通してになっています。主治医に聞きたいことがある場
合のツールがあればと、いつも感じています。

　急変時の対応や日常の療養支援における在宅
医療・介護連携の課題は、支援関係者での情報
共有や課題の検討が必要であると考えていま
す。

23 B委員

　病院から在宅へ戻るための準備として本来であれば家族や地域
の関係機関の方に状態を実際に見てもらい、介護や処置の方法
を説明していました。コロナ禍の影響でそれが難しくなり、また急
性期病院では新型コロナウイルス感染症を発症した患者の受け
入れも行っており、感染が拡大すると病床の逼迫などからこれま
で以上に退院のスピードも早くなり、患者の状態をどのように早く
正確に情報共有していくかが課題と考えます。

　コロナ禍における入退院時の支援については、
令和3年度の吹田市ケアネット実務者懇話会に
おいて、在宅医療・介護関係者で十分な連携が
できないまま退院する患者がおり、状況がつか
めないといった課題を共有しました。
　本協議会資料P14に記載しているとおり、退院
支援に係る情報共有についてはICTを活用した
カンファレンスが有効ではないかとの意見が多く
あるため、各医療機関にて検討を進めていただ
き、吹田市ケアネット実務者懇話会等で御教示
をお願いします。

24 H委員
　医療に対して医師、看護師には言いにくいと言うケアマネジャー
が多く、不安な事を事前に聞いても答えがないままの現場です。
いつになったら介護職の意見をくみ取って頂けるのでしょうか。

25 I委員

　医師会は在宅の専門医が少ないです。総じて介護側、医療側の
コミュニケーションも少ないです。これは医師サイドの努力不足で
ありますが、積極的に多職種の顔がみえる会議に参加するよう協
力を求めていきます。幸いオンライン会議のツールを使用できる
環境が整いつつあるので面談式会議をオンラインに変えていく方
向にしていただきたいです。

26 C委員

「日常の療養支援」
　本人の健康を守るためには、十分な食事・水分の摂取が挙げら
れます。在宅の管理栄養士と連携し、本人の栄養状態の改善を図
るケースが増えてきました。また、嚥下障害に対するアプローチと
して歯科と連携することもあります。日常的に食事の準備や介助
を主に担当して下さる介護職の方々にも、管理栄養士や歯科の取
組等を、今以上に理解を頂ける機会があるといいのではと思いま
す。

　日常の療養支援には、本人の生活に欠かすこ
とができない、多職種での連携・支援が必要で
あると認識しており、御指摘のとおり、相互の専
門性について理解を深めていく必要があると感
じています。日常の療養支援をテーマとした多職
種連携研修会はこれまで開催実績がないため、
令和３年度の同研修会作業部会の振り返りを踏
まえ、検討していきます。

27 D委員

（１）診療所医師によっては在宅医療、療養に関する知識が少な
く、介護側との連携が円滑にいかないことが考えられます。
（２）ケアマネジャーの医療系連携への苦手意識があると考えま
す。（病院や医師、訪問看護への連携）
（３）急変時の連携ルールが不明確な場合があり、担当訪問医師
がいるのに急変時に家族や介護職の判断で救急車要請がなされ
るケースが多いです。（施設入所ケースでも）

　（１）（２）については、意見番号24、25の説明
内容を御参照ください。
　（３）令和３年10月に吹田地区特別養護老人
ホーム連絡協議会と本市消防本部との意見交換
会が開催され、救急搬送時の円滑な連携に向け
ての準備を進められると伺っています。

28 E委員
　機能役割として急性期対象の方を受け入れる必要があります
が、中には療養目的での入院もあります。他の適切な医療機関と
の連携体制が構築できればいいのではないかと考えます。

　医療機関等のそれぞれの役割を十分に理解す
ることが重要であると考えており、多職種連携研
修会に様々な機関に参加していただき、相互の
理解促進に努めます。
　病病連携における体制が構築できるよう、健康
医療部保健医療室とも連携していきます。

令和３年度（2021年度）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会　委員意見及び事務局からの説明一覧

＜多職種連携研修会＞

　多職種での連携を行っていくうえで、医療職と
介護職での連携は必要不可欠であると考えま
す。ケアマネ懇談会やケアマネ塾、多職種連携研
修会等を活用し、相互の専門性の理解を深める
とともに、サービス担当者会議等に主治医も参
加していただくなど、切れ目のない在宅医療・介
護サービスの提供体制の構築のための多職種
協働を進めていきます。
　オンラインを活用した会議等にも、引き続き取
り組んでいきます。
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29 F委員

　夜間や早朝の対応が難しいと感じます。（サービスが少ない）特
に老々世帯や独居の場合、異変に気付くのが遅れます。地域の見
守りサポートや定期巡回、随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問
介護がもっと必要であると考えます。活用するには量と質も課題
であります。
　自宅看取りなどは訪問診療と訪問看護の連携で在宅チーム支
援が出来るようになりましたが、やはり家族の理解や協力は重要
になります。まだ、ホスピス入院が多いと感じます。がんターミナル
以外の病気急変対応は、自宅なのか病院なのか判断が難しいで
す（訪問診療につながっていないケース）。話し合いが出来ていな
いことが多いです。

　日常の療養支援や急変時の対応については、
在宅医療・介護連携において多くの課題がある
と認識しています。
　特に、急変時の連携ルールの確認につきまして
は、アドバンス・ケア・プランニングを行っている
かどうかが重要なポイントであると考えますの
で、健康医療部保健医療室とともに普及啓発を
進めていきます。

30 J委員
　外来患者で、家族と本人の意向に相違がある場合(病院での看
取りor在宅での看取り)や身寄りのない方の看取りについて悩む
時があります。

　家族と本人の意向に相違がある場合は、アドバ
ンス・ケア・プランニングについて、状態の変化に
応じて繰り返し取り組んでいくことが必要である
と考えています。
　身寄りのない方の看取りについては早い段階
でのアドバンス・ケア・プランニングや、「身寄りが
ない人の入院及び医療に係る意思決定が困難
な人への支援に関するガイドライン」も参考にし
て対応をお願いします。
　また身寄りのないケースの葬儀等の手続きに
つきましては、吹田市福祉部生活福祉室まで御
相談ください。
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見
番
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委員名 意見 事務局からの説明

31 A委員

　アドバンス・ケア・プランニングの働きかけは行っていません。話
をするきっかけが難しいと感じます。大事なことではありますが、
自分が病気になったとしても、最期をどうしたいのか、具体的に考
えている人は少ないのではないでしょうか。
個人的に、「マイエンディングノート」は、家族にも渡しています。自
分も記入していこうと思っています。

　「マイエンディングノート」をきっかけに、自分ら
しく生きることについて考える機会になり、アドバ
ンス・ケア・プランニングの実践へと広がっていく
ことを目指しています。
　また、医療・介護関係者が身近なところで話し
合いを積み重ねることで、支援する際の対応力
向上につながるものと考えています。

32 G委員

　関係機関へ配布又は提供した「マイエンディングノート」や啓発
媒体等の活用状況について、どのように把握しているでしょうか。
　周知・啓発に関しては、無関心層に対しどのようにアプローチす
るかが重要です。（基本的に出前講座等を実施しても意識の高い
人しか参加しない）
例えば、地域活動の場に出向いて周知を図るなどプッシュ型の取
組を検討する必要があるのではないかと考えます。
　吹田市ホームページに「マイエンディングノート」のデータを掲載
できないかとも考えます。（サンプルとしてでも可）

　関係機関へ配付した「マイエンディングノート」
については、配付部数管理を行っています。ま
た、啓発媒体の活用についても、年度毎に活用
件数等の把握を行っています。
　市民啓発につきましては、御指摘のとおり無関
心層にも届く普及啓発が必要であると考えてい
ます。データの掲載までには至っておりません
が、吹田市ホームページやSNS等を活用した普
及啓発について検討を進めていきます。
　また令和３年度は本協議会資料P26に記載し
ているとおり、関係部局と連携し、新型コロナウ
イルス感染症ワクチン接種会場での配布等、普
及啓発を行っています。今後も関係部局の事業
も通じて、広く市民への普及啓発を行っていきま
す。

33 B委員

　アドバンス・ケア・プランニングについてまずは院内職員の啓発
を研修会等を開催して行い、診療の場面などでも話の中でアドバ
ンス・ケア・プランニングに纏わることがあれば記録に残していく取
組を行っています。来院される方にもアドバンス・ケア・プランニン
グを知ってもらうように外来や病棟での啓発ポスターの掲示や大
阪府、吹田市の冊子を情報提供コーナーに設置して普及を進め
ています。

34 E委員

　市が発行している、「マイエンディングノート」、リーフレット等を
院内に配置しています。
　病院としての取組は、アドバンス・ケア・プランニングについて患
者等へ配布できるものを検討しています。

35 J委員
　外来掲示にて「マイエンディングノート」を自由に取れるようにし
ています。

36 H委員
　自分の家族、親、社員が家族にと小さい単位ですが話し合って
います。本人にも子供さんと話して下さいと伝えています。

　日頃より普及啓発に取り組んでいただきあり
がとうございます。
　医療・介護関係者が身近なところで話し合いを
積み重ねることで、支援する際の対応力向上に
つながると考えています。

37 I委員

　アドバンス・ケア・プランニングは特に日本人は消極的な傾向に
あります。自分らしく生きることは個々考え方が異なり他人が介入
してほしくないテーマのひとつであります。一方、「マイエンディン
グノート」は市民の関心事となってきています。
医療としても在宅、看取りなど重要なことなので、SNSを通じて介
入すべきであると感じます。

　「マイエンディングノート」をきっかけに、自分ら
しく生きることについて考える機会になり、アドバ
ンス・ケア・プランニングの実践へと広がっていく
ことを目指しています。
　SNS等を活用した普及啓発について、検討し
ていきたいと考えています。

令和３年度（2021年度）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会　委員意見及び事務局からの説明一覧

＜地域住民への普及啓発＞

　日頃より普及啓発に取り組んでいただきあり
がとうございます。引き続き、普及啓発の取組の
継続をお願いします。
　啓発媒体である、「自分らしく生きる」（パワー
ポイント）を用いた出前講座、研修会等の開催も
お願いします。
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38 C委員

　ケアマネジャーが、本人に「人生会議」のリーフレットや「マイエン
ディングノート」の活用を積極的に進めるケースが増えてきまし
た。訪問看護中に、「マイエンディングノート」を見せてもらったり、
相談を受けることがあります。訪問看護では、主にターミナルの利
用者と、家族、医師、ケアマネジャーとアドバンス・ケア・プランニン
グを行っています。終末期に必要なケアは個人差があること、また
答えを明確に出せないことや解決策が見つからないこと等、看護
師も共に苦悩してしまうケースもあります。
　社内では、終末期ケアの知識や技術の向上と共に、倫理観や
チームをマネジメントする力を身に付けることが出来るよう、次年
度も研修を行う予定です。
　今後もケアマネジャーと連携し、「人生会議」のリーフレットや「マ
イエンディングノート」の活用を進めていきたいと思います。当事
業所は関連事業所として、デイサービスがあり、「人生会議」のリー
フレットによる啓発を行っていますが、次年度は更に進めていきた
いと思います。

　日頃より普及啓発に取り組んでいただきあり
がとうございます。市民への啓発については、支
援者側のアドバンス・ケア・プランニングの理解
促進も重要と考えていますので、引き続き健康
医療部保健医療室と連携し、リーフレット等を活
用したアドバンス・ケア・プランニングの啓発を進
めていきます。
　また健康医療部保健医療室では、令和３年度
ACP推進事業に取り組んでおり、①市民啓発プ
ログラム②医療介護関係者向け研修プログラム
の作成を行っています（本協議会資料P31参
照）。令和４年度以降に各プログラムの配付を予
定していますので、是非御活用ください。

39 D委員

　「大切な人とあなたの人生会議」リーフレットの配付を行っていま
す。
　また、ACP推進事業（市民啓発プログラムの作成）により、市民
への周知・啓発に努めます。

　健康医療部保健医療室とも連携し、ACP推進
事業やリーフレット等を活用した普及啓発を進め
ていきます。

40 F委員

　医師から告知されていて本人が理解している場合はカンファレ
ンスの機会に最後をどう過ごすかどこに居たいか話し合いが出来
ます。しかし、高齢で少しずつ最終段階に向かっている時は家族
の理解が難しいです。主治医に状態の説明をお願いすることはあ
ります。（訪問看護師の介入は大きい）介護保険制度の始まった
頃よりは゛死の話゛はタブーでは無くなったと感じています。

　終末期における支援では、主治医を含めた支
援関係者全員が、本人や家族と一緒になりアド
バンス・ケア・プランニングについて話を進めて
いく必要があると考えています。
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意
見
番
号

委員名 意見 事務局からの説明

41 A委員
　家族に伝える場合は、（地域包括支援センターが）在宅介護の相
談窓口であることを説明しています。

　地域包括支援センターの存在や機能につい
て、引き続きお伝えいただくようお願いいたしま
す。
　所属機関においても周知への御協力をお願い
いたします。

42 G委員

（１）相談者の9割を占める医療機関に対しては、相談内容の分析
結果を適宜フィードバックするなどして、引き続き地域包括支援セ
ンターの役割等の理解と連携の促進を図る必要があります。
（２）地域包括支援センター運営協議会においても、地域包括支援
センターの存在や役割が十分認知されていないという意見があり
ました。在宅医療・介護連携を進めるうえで、同センターの役割が
今後ますます重要になるため、適切な相談支援ができるよう地域
包括支援センターの体制強化と後方支援を行っていく必要があり
ます。

（１）在宅医療・介護連携に関する相談者の９割
が医療機関からの相談であるという御指摘をふ
まえ、医療機関とは、吹田市ケアネット実務者懇
話会や本協議会において、相談内容や分析結果
を共有し、課題解決に向け引き続き連携の強化
を図っていきます。
（２）地域包括支援センターの存在や役割を理解
していただき、在宅医療・介護連携を進めていく
ことができるよう、同センターの認知度の向上に
向けた取組とともに、相談支援内容の分析や課
題等の抽出を行い、改善策の検討を行うことで
適切な相談支援につなげていきます。

43 H委員
　相談があった場合は、内容を聞き相談先を伝えています。今後
はケアマネジャーを探しているとの相談の際は、「すいた年輪サ
ポートなび」を伝えます。

　「すいた年輪サポートなび」では居宅介護支援
事業所における、ケアプランの新規作成可能数
を随時更新し、掲載しています。
　市民への紹介の際には、これらについても合わ
せて情報提供していただきますよう、御協力お
願いします。

44 I委員

　退院時の支援、情報提供の件数が多いです。これは患者サイド
の課題でもあり開業医の問題でもあります。また、地域包括支援
センターの存在を知らない家族も多く今後も周知していくことが
大切です。

　御指摘のとおり、在宅医療・介護連携における
相談窓口である地域包括支援センターの周知は
継続して行う必要があると考えています。
　より多くの市民に周知していくためには、医療・
介護関係者からの御紹介も必要と考えますの
で、引き続き御支援お願いします。

45 E委員

　在宅での支援が必要な方に関しては、地域包括支援センターへ
の連絡の了承を得れた方は、事前に地域包括支援センターへ連
絡し案内を行うように対応しています。ただ、紹介のみで、地域包
括支援センターの役割等説明していない者もいると思われます。

46 J委員
　具体的な相談がある方には、本人への案内と同時に、当院から
も事前に地域包括支援センターへ連絡するようにしています(本
人の了承を得ています)。

47 K委員

　地域包括支援センターの紹介では、本人に説明してその役割を
理解してもらえたらいいですが、聞いたこともない事業所の役割
の理解を期待するのは難しいこともあると思います。本人や家族
もどう説明したらいいのかわからない未整理の状態ということも
あると思いますので、当てはまるのかどうかは別として、まずはよ
ろず相談というスタンスで行ってもらうので良いのではないかと
感じます。

　地域包括支援センターは、高齢者の総合相談
窓口として、市民の方には気軽に御相談してい
ただけるよう案内していますが、役割を十分に理
解していただくのは困難な場合もあると感じま
す。
　同センターに相談できることは何かを御説明し
ていただいたうえで御紹介いただくか、もしくは
相談者の了解を得て、同センターに直接、相談
内容を引き継いでいただくと、その後の支援が
スムーズに進みます。
　これらの連携が、切れ目のない在宅医療と介
護サービスの提供体制の構築につながるものと
考えています。

令和３年度（2021年度）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会　委員意見及び事務局からの説明一覧

＜在宅医療・介護連携に関する相談支援＞

　事前に地域包括支援センターに連絡していた
だくことで、医療・介護関係者間の連携につな
がっています。
　同センターからも、医療機関からの紹介で来所
された事例で、相談目的不明の場合等について
は、随時フィードバックさせていただきたいと思
います。
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48 F委員

　相談の内容は年々多様になっています。最初の窓口が地域包括
支援センターや市役所になると思いますが、居宅介護支援事業所
にも電話やいきなり訪問で相談を受ける事が多々あります。どち
らにおいても相談援助という役割としては対応する必要がありま
す。知らずに来所は当然として受け止めないといけないと思いま
す。傾聴（聴くということ）面接技法をスキルアップして対応する事
が求められています。何がこの相談者に必要なのか、どこへ紹介
するのが適切なのか求められています。情報は何なのかを知り支
援につなぐことが役割であるのではないかと感じます。そのためこ
ちらに、その知識や社会資源情報スキルが必要であります。見当
違いの相談であっても相談者が自ら発信し求めているなら、適切
な相談先を紹介するよう努めています。
様々な相談について内容（種類）別の相談窓口の情報（詳細に）が
あればケアマネジャーとしては活用したいと思います。

　市や地域包括支援センターとしても、相談者の
相談内容をしっかりと傾聴し、適切な支援につな
げることができるよう、業務の遂行に努めていき
ます。
　相談窓口の情報につきましては、市民部市民
総務室が「相談百科」を作成し、相談内容を分類
し相談先を記載していますので御活用ください。
吹田市ホームページからもダウンロードできま
す。（掲載場所：吹田市ホームページ＞組織一覧
＞市民部＞市民総務室＞各種相談）

49 B委員

　地域包括支援センターを紹介するケースは、そろそろ介護認定
を受けた方がよいか相談があったときに、介護保険制度の説明を
したうえで、今は介護保険申請を考えていない方の場合に、介護
保険申請と今後のサービス利用の相談の窓口として案内すること
があります。要支援の方のケアプランの相談があったときには、ま
ずはこちらから連絡して相談するようにしています。

50 C委員

　訪問看護の立場では、地域包括支援センターの紹介を行うこと
は稀ですが、本人家族が、要支援の状態であった場合等に紹介し
ています。困りごとに対して、どこに相談すれば支援を受けれるの
か、判断しながら紹介するようにしています。

51 D委員

　相談者の主訴に応じた相談機能をお伝えするようにしていま
す。例えば、「介護保険サービス利用に関する相談ができる」「成
年後見制度の申請に関する支援ができる」等の相談の際に紹介
を行っています。

　地域包括支援センターは事業対象者や要支援
の対象者のケアプラン担当や、介護保険の申請
受付等も行っています。また、介護保険申請に至
らない場合には、介護予防の相談にも応じてい
ます。
　同センターに相談できることは何かを御説明し
ていただいたうえで御紹介いただくか、もしくは
相談者の了解を得て、同センターに直接、相談
内容を引き継いでいただきますと、その後の支
援がスムーズに進みます。
　これらの連携が、切れ目のない在宅医療と介
護サービスの提供体制の構築につながるものと
考えています。

10



意
見
番
号

委員名 意見 事務局からの説明

52 B委員

　最近、独居で身寄りのない方の相談支援が増えています。意思
疎通が困難な状態で救急搬送されてくる場合も多く、地域の方と
の関わりもなく今後の治療方針の決定にも苦慮することが増えて
います。後期高齢者で独居の方など地域の世帯状況の把握と独
居の方への支援をどのようにされていますでしょうか。特に介護保
険サービスの利用もなく生活保護の受給者でもない方の場合に
は、行政として状況把握などは行っておられるのでしょうか。

　高齢福祉室では、毎年度75歳以上の方の調
査として、民生・児童委員による寝たきり、独居、
老世帯等の確認や、65歳以上の見守りが必要
な方への高齢クラブによる訪問を行っていただく
ことで、実態の把握を行っています。
 また、高齢者フレイル等予防推進事業におい
て、保健師が、KDB（国保データ）システムから
健康状態不明者に健診受診勧奨案内や、積極
的介入による個別支援を行っています。
　上記の取組から支援が必要な方を把握した場
合は、地域包括支援センターに情報提供を行い
相談支援を開始します。
　外来にて気になる方がいましたら、本人の了解
を得たうえで地域包括支援センターへ御連絡・
御相談いただければ、連携し支援に繋げていき
ます。

53 I委員

　毎月開催される介護認定審査会がいまだに合議体の委員長の
みの参加となっています。コロナ禍でありオンラインでの会議にシ
フトするよう市に要望していますが、まったく反応がありません。医
師会の会員の先生方が大変困っています。合議体自体参加人数
が少ないのでオンラインの良い適応であると感じます。

　介護認定審査会は毎日開催されているため、
オンライン開催するためには、介護認定審査会
専用の機器等を準備する必要があります。
　長期化する新型コロナウイルス感染症への対
応を受け、令和３年度に吹田市介護認定審査会
委員に対してオンライン開催に関するアンケート
を実施しています。その回答を受け、現在オンラ
イン開催導入に向けての準備を行っています。

54 C委員

　ヤングケアラー（ケアラー）について。高齢化が進み、介護に携わ
る介護者は男性、若者など多様化しています。誰もが介護者にな
る時代になっており、ケアラーの実態を社会全体に広く啓発するこ
とも必要ではと感じています。
　医療、福祉、教育、児童といった分野でも、更に繋がり支援が広
がることを期待致します。

　介護者支援のための相談窓口の周知・充実は
「第８期吹田健やか年輪プラン」においても重要
取組となっており、取組の周知のため、地域包括
支援センターによるチラシ配布や、吹田市ホーム
ページ、関係機関への協議の場等を活用してい
ます。引き続き介護を担う方への支援や市民周
知に努めていきます。
　また、地域共生社会の実現のための社会福祉
法等の一部を改正する法律（令和３年４月施行）
により、市町村における包括的な支援体制の構
築が位置づけられていることから関係部局との
連携の推進が加速化されるものと認識していま
す。

令和３年度（2021年度）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会　委員意見及び事務局からの説明一覧

＜その他＞
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